
 

 

 

令和２年４月定例教育委員会会議録（要点筆記） 

 

日    時：令和２年４月23日（木）９時30分～11時 

場    所：庁舎４階 大会議室 

 

出席委員：教育委員（３人）：田口委員、津川委員、亀山委員 

教育長：柴田教育長 

事務局（４人）：井上課長、酒井係長、音成指導主事、山内指導主事 

欠席委員：１人 福永委員 

傍 聴 者：０人 

 

 

１ 開 会 

  教育長 新年度の挨拶 

      議長の交代（前年度田口委員から今年度柴田教育長へ） 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止対応について 

 

２ 教育長報告 

（１） 人事異動報告 

・教育学習課の異動 

・基山町小中学校管理職の異動 

（２） 県教育委員会より 

・英語専科（山口教諭）、高学年ＴＴ、不登校対応等採用拡充 

・特別支援教育エリアリーダーの積極的な活用 

・再任用職員の積極的な任用を。 

・女性管理職の登用 

・交通加害事故の防止に努める。（基山町内では、事故０が続いている） 

 （３）東部教育事務所より 

・働き方改革の推進 

・教職員の服務 

  ⇒懲戒事案がなくなるように。 

  （４）新型コロナウイルス感染拡大防止対応について 

        ・文科省より全児童生徒へのマスクの配布（２枚 ４月１枚、５月１枚） 

        ・臨時休校中の対応 

          ○小中学校の入学式 

            ⇒新入生と保護者２人まで、検温の徹底、短時間での実施 

          ○地区別分散登校の実施 

            ⇒３つのグループに分けて、週に１回ずつ登校させている。 

        ・教職員の意識を高める 

          ○校内でのマスク着用 

          ○３密を避けて業務にあたる等 



 

 

 

        ・教職員の服務について 

          ○福岡市在住又は家族の福岡市内への通勤・通学者がいる職員は、必要最小

限の出勤、時差出勤、在宅勤務の対応（４月23日より在宅勤務スタート） 

          ○職場全体の出勤を５割程度にする。 

        ・休校に伴う学習の遅れの対応について 

          ○オンライン学習サイト等の紹介（活用できる環境に個人差がある） 

          ○地区別分散登校での学習の進め方（教科書を使っての学習法を説明） 

          ○課題の出し方の工夫（札幌市の取組の紹介） 

        ・学校再開後の対応について 

○前年度分の未履修から学習し、終わり次第、新年度の学習を進める。 

          ○授業を行う上での留意点（音楽、体育等） 

          ○行事の精選、全国学力・学習状況調査、新体力テストの中止 

（５）協議事項 

        ①学校規模の適正化のアンケートについて 

          議案書により説明 

          田口委員:１回目の調査なので、この内容でよい。２桁程度の賛同が得られれ

ば具体的な調査内容にすればよい。 

                   無記名でもよいが、居住区の記入があれば、どの区からの賛同があ

るのかが分かる。 

                   送迎についてのアピールをしっかりした方がよい。 

                   若基小校区の道路開通も関わってくる。 

         ②令和２年度基山町教育の基本方針内容について 

           議案書により説明 

  井上課長:今までの「教育大綱」「教育方針」では、どちらが上位かが分かり

にくいので 「基山町教育プラン」とした。 

                    Ｐ２～３の取組方針①～⑥の順序も変更している。 

                    担当部署の記入をしている。 

                    福永委員より修正の指摘があった箇所について説明。 

 

３ 議案審議           

     第１号議案 令和２年度準要保護児童・生徒の認定について 

       議案書により説明。 

⇒認定28件、否認３件 

       ⇒【第１号議案】承認 

 

     第２号議案 基山町立学校通学区域審議会について 

      議案書により説明。   

         意見等:委員の選出については、校区に関係なく選んでよい。 

         ⇒【第２号議案】承認 

 

 



 

 

 

第４号議案 基山町立小中学校主任等 

 議案書により説明。 

     －意見等－ 

     ・特になし 

       ⇒【第４号議案】承認 

 

   第５号議案 学校評議員の委嘱について 

  議案書により説明。 

   意見等  :任期が決まっていないので、任期を決めた方がよい。（鳥栖市は５年まで） 

             :委員の発言内容、協議内容を知りたい。 

   ⇒【第５号議案】承認 

 

４ 報告及び協議事項 

  議案書により説明 

（１）  基山町いじめ問題対策委員会 

⇒毎年、２回は開催していきたい。 

（２）  基山町内小中学校 児童数並びに学級数調査 

・基山小･･･前年度より児童数減少。 

・若基小･･･特別支援学級が８クラスになった。 

・基山中･･･少人数学級選択で３年生を３→４クラスに。 

（３） 青パトの乗車確認 

（４） 基山町内今後の町内行事の変更について 

・きのくに祭り 中止 

・大興善寺つつじ祭り 中止 

   

  【次回の定例教育委員会】 ５月２０日（水）９：３０～ 

   


